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工事請負等契約書 

発注者(委託者)            と受注者(受託者)             は、次の各項

の定め及び約款に基づき、工事及び設計監理業務(但し、設計監理はⅡに従う。)を実施することに合意し、

以下のとおり工事請負等契約(以下「本契約」という。)を締結する。 

 

Ⅰ 工事の施工に関する事項 

 

1．工事名              (以下「本工事」という。) 

2．工事場所                          

3．工期 

   着 手（予定）      年   月   日（但し、建築確認取得時以降） 

完 成（予定）      年   月   日 

   引渡日（予定）      年   月   日 

4．工事を施工しない日                          

  工事を施工しない時間帯                          

5．工事請負代金額 

     合計金             円 

うち工事価格 金     円、取引に係る消費税及び地方消費税の額 金     円 

(支払の時期)    (支払日 予定)          (支払額) 

契約時    令和  年  月  日     金         円 

上棟時    令和  年  月  日     金         円 

完成時    令和  年  月  日     金         円 

  時    令和  年  月  日     金         円 

6．特定住宅建設瑕疵担保責任の履行に関する事項 

  本工事が住宅の品質確保の促進等に関する法律第 2 条第 2 項の「新築住宅」に係る工事の場合（「特

定住宅の瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」（平成 19 年法律第 66 号）に定める特定住宅建設

瑕疵担保責任の対象工事に該当する場合）、受注者が講ずべき瑕疵担保責任の履行を確保するための資

力確保措置の内容は、以下のとおりとする。 

□  住宅建設瑕疵担保保証金を供託する場合 

供託所の所在地及び名称、共同請負の場合のそれぞれの建設瑕疵負担割合等を記載した書面は、

添付のとおりとし、受注者は、これを発注者に交付し、説明する。 

□  住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合 

    ・保険法人の名称                           

    ・保 険 金 額                          円 

     ・保 険 期 間     年  月  日から   年  月  日 まで 

 

印紙 
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7．建設工事に係る資材の再資源化に関する事項 （ □ 該当無し  □ 該当有り ） 

 本工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号）第 9 条第 1 項に

規定する建設工事に該当する場合は以下のとおりとする。 

 ⑴ 解体工事に要する費用  金            円 

 ⑵ 再資源化等に要する費用 金            円 

 ⑶ 分別解体等の方法                 

 ⑷ 再資源化等をする施設の名称及び所在地                

 

Ⅱ 設計及び工事監理業務に関する事項 □設計有り □工事監理有り □設計・工事監理無し 

本契約に、設計・工事監理が含まれる場合は、以下のとおりとする。 

 

1．対象となる建築物の概要 

建設予定地： 

主要用途： 

工事種別： 

規 模 等： 

 

2．業務の種類及び内容、実施方法等及び業務期間 

業務の種類及び内容 実施の有無 実施方法等 業務期間〔予定〕 

1． 基本設計業務(構造設計、 

設備設計を含む) 

  年   月   日から 

年   月   日まで 

2． 実施設計業務(構造設計、 

設備設計を含む) 

  年   月   日から 

年   月   日まで 

3． 工事監理業務 
  年   月   日から 

年   月   日まで 

4． その他の業務 (契約に含 

まれる上記以外の業務） 

 （具体的業務内容） 

 

年   月   日から 

年   月   日まで 

 

3．作成する設計図書の種類（設計業務受託の場合）  

 

 

 

4．工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施状況に関する報告の方法 

（工事監理業務受託の場合）  

①工事と設計図書との照合の方法：  

立会確認若しくは書類確認又は両者の併用による確認（設計図書に記載のある場合はその方法も含む。）。 

②工事監理の実施状況に関する報告の方法 ： 

工事監理終了後に工事監理報告書を提出する。 
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5．設計又は工事監理に従事することとなる建築士・建築設備士 

①設計業務に従事することとなる建築士・建築設備士 ②工事監理業務に従事することとなる建築士・建築設備士 

【氏名】：  

【資格】（     ） 建築士 

【登録番号】（                ）  

【氏名】：  

【資格】（     ） 建築士 

【登録番号】（                ）  

 

（建築設備の設計に関し意見を聴く者） 

【氏名】：  

【資格】建築設備士 

【氏名】：  

【資格】（     ） 建築士 

【登録番号】（                ）  

【氏名】：  

【資格】（     ） 建築士 

【登録番号】（                ）  

 

（建築設備の工事監理に関し意見を聴く者） 

【氏名】：  

【資格】建築設備士 

 

6．設計又は工事監理の一部の委託先(協力建築士事務所)  

再委託する業務の概要 委託先の建築士事務所の名称及び所在地 
開設者の氏名又は名称 

（法人の場合、その名称と代表者の氏名） 

 

 

  

 

 

  

 

7．報酬の額及び支払時期 

業務の種類 報酬額 支払時期 

基本設計業務 金              円（消費税込）     年   月   日 

実施設計業務 金              円（消費税込）     年   月   日 

工事監理業務 金              円（消費税込）     年   月   日 

その他の業務 金              円（消費税込）     年   月   日 

 

8．受注者の建築士事務所登録に関する事項 

建築士事務所の名称 ： 

区分（一級・二級・木造）：         建築士事務所  （        ）知事登録第             号 

所在地： 

開設者の氏名又は名称：                                 

（法人の場合は、開設者である法人の名称とその代表者氏名） 
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9．契約の解除に関する事項 

  添付契約約款第２５条から同第２９条に定める通りとする。 

 

Ⅲ その他（特約事項等があればこの欄に記入する） 

                                          

                                          

                                          

 

本契約成立の証として本書を２通作成し、発注者及び受注者が署名又は記名、押印の上、各１通を保有す

る。なお、保証人がいる場合には保証人には写しを交付する。 

年  月  日 

  発注者（委託者）住所又は所在地 

氏名又は名称                        ○印  

 

  保証人     住所又は所在地 

氏名又は名称                        ○印  

 

  受注者（受託者）住所又は所在地 

氏名又は名称                        ○印  
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工事請負等契約約款 

第１条（信義誠実の原則） 

１ 発注者と受注者は、人が日常生活を営むことができる性能・機能を有する住宅を受注者が建築することを目的として、

本契約を締結するものであることを相互に確認します。 

２ 発注者と受注者とは、各々対等な立場において、互いに協力し、信義を守り、誠実に本契約を履行するものとします。 

３ 本契約に定める条件に従い、受注者は受託業務・工事を完成して本契約の目的物を発注者に引き渡すものとし、発注

者はその請負代金（業務報酬及び消費税を含みます。以下同じ。）を受注者に支払うものとします。なお、設計・工事

監理業務が本契約に含まれない場合には、本約款における設計・工事監理に関する規定は適用されません。 

４ 発注者は、受注者が本契約に基づく義務の履行を適切かつ円滑に実施できるよう協力するものとし、必要となる情報

等がある場合は、受注者の求めに応じて、速やかに提供するものとします。 

 

第２条（一括委任・一括下請負） 

１ 受注者は、工事の全部又は一部を第三者に委任し、もしくは請け負わせることができるものとし、発注者はこれをあ

らかじめ承諾します。ただし、共同住宅の新築を目的とする工事の場合は、その全部を一括して第三者に委任し、又は

請け負わせることはできないものとします。 

２ 受注者は、設計業務、監理業務の全部又は一部を他の建築士事務所の開設者に委託することができるものとします。

ただし、本契約の目的物の延べ面積が 300 ㎡を超える建築物である場合は、設計業務、監理業務の全部を一括して委

託することはできないものとします。 

 

第３条（権利義務の譲渡等の禁止） 

１ 発注者及び受注者は、相手方の書面による承諾を得ずに、本契約から生ずる自己の権利又は義務を第三者に譲渡し、

もしくは承継させることはできないものとします。ただし、受注者が資金調達の目的で銀行・信用金庫・信用協同組合

その他の金融機関（中小企業信用保険法第３条第１項に規定するものに限ります。）及び信用保証協会並びにこれらの

子会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでありません。 

２ 発注者及び受注者は、相手方の書面による承諾を得ずに、本契約の目的物又は工事材料を第三者に譲渡又は貸与し、

もしくは抵当権その他の担保の目的に供することはできないものとします。 

 

第４条（設計図書の確定） 

１ 発注者及び受注者は、打合せの結果、確定した図面及び仕様書をもって確定設計図書とし、受注者は、確定設計図書に

従い、誠実に施工するものとします。なお、受注者が住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１

号）第６条第１項に定める設計住宅性能評価書の写しを、この契約書に添付し、又は発注者に交付した場合、当該設計

住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する建設工事を行うことを発注者に約したものとします。 

２ 前項の確定設計図書及び設計住宅性能評価書に詳細を明示されていない事項のうち、工事の施工上、重要な事項につ

いては、発注者及び受注者が誠実に協議して定めるものとし、その他の軽微な事項については、確定設計図書の作成

後、さらに発注者及び受注者が協議して定めるものとされた事項を除いて、受注者が建築実務における健全な実務慣

行に従い施工することができるものとします。 

３ 確定設計図書を含む設計図書又はこれを利用して完成した建築物が著作物に該当する場合には、その著作権は、受注

者に帰属するものとします。 
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第５条（工事用地の確保） 

１ 発注者は、本契約の目的物の敷地その他工事の施工のため必要な土地（以下「工事用地」といいます。）について、発

注者の責任と費用をもって、施工のため必要な日までに確保し、また工事用地に擁壁その他の構築物がある場合には、

その安全性を確認した上で、受注者の使用に供するものとします。 

２ 工事用地の全部又は一部が借地又は共有地である場合、発注者は、発注者の責任と費用をもって、着工予定日の１週

間前までに、当該工事用地の使用について土地所有者又は共有者その他の権原者の承諾書を取得し、受注者に提出す

るものとします。 

３ 工事用地について、権利関係に関する第三者の異議の申出その他工事の施工のため不都合な事由が生じた場合、発注

者は、発注者の責任と費用をもって、解決するものとします。 

 

第６条（隣接土地との境界の明示） 

発注者は、隣地との境界が不明確な場合、発注者の責任と費用をもって、着工予定日の１週間前までに、隣地所有者と

の間で工事用地と隣接土地との間の境界を確定し、受注者に対して、界標、境界確定書等により境界を明示するものと

します。 

 

第７条（地盤調査・地盤改良） 

１ 発注者は、発注者の責任と費用をもって、受注者が指定する期日までに、本契約の目的物の敷地について、受注者が指

定する地盤調査会社にて地盤調査を行うものとします。 

２ 前項の調査の結果、地盤改良工事などの補強措置が必要である場合、発注者は、本契約の目的物の敷地について、発注

者の責任と費用をもって、受注者が指定する内容の地盤改良工事などの補強措置を行うものとします。 

 

第８条（関連工事の調整） 

１ 発注者は、発注者の発注にかかる第三者の施工する他の工事で受注者の施工する工事と密接に関連するもの（以下「関

連工事」といいます。）については、受注者の施工が完了した後でなければ、関連工事を本契約の工事現場で行うこと

はできないものとします。ただし、事前に、関連工事の内容及び施工時期を受注者に示し、受注者がこれを認めた場合

にはこの限りではありません。 

２ 発注者は、関連工事を第三者に施工させるときは、当該第三者に対し、前項但書に基づいて受注者に対し示した関連

工事の内容及び施工時期を遵守させなければならないものとします。 

 

第９条（支給材料・貸与品） 

１ 発注者は、受注者の書面による事前の承諾がない限り、受注者に対し、支給材料・貸与品を使用させることはできない

ものとします。 

２ 発注者の支給材料・貸与品の受渡期日・受渡場所は受注者の指定に従うものとします。 

３ 受注者は、発注者の支給材料・貸与品を、善良な管理者として使用・保管します。 

 

第１０条（工事等の変更・追加） 

１ 発注者は、設計、仕様の変更又は追加等の工事の変更を希望する場合、受注者の承諾を得るものとします。 

２ 受注者は、次の各号のいずれかの事由によって、設計、仕様の変更又は追加等の工事の変更を行う必要のあるときは、
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発注者に対して、設計・工事の内容の変更を求めることができるものとします。 

（１）天災地変その他の自然的条件、災害、天候の不良、新型インフルエンザ等対策特別措置法に定める新型インフルエン

ザ等（特例により新型インフルエンザ等とみなされるものを含みます。）その他の感染症（以下「感染症」と総称しま

す。）の発生及びこれらに伴う建材等の納品の遅延 

（２）建材等の価格高騰、輸入量の減少、輸入の遅延その他経済情勢の変化（以下「建材等の価格高騰等」といいます。）

及びこれらに伴う建材等の納品の遅延 

（３）関係法令等による規制（建築主事などからの指導を含みます。） 

（４）工事現場の状態、地盤の状態、擁壁その他近隣構築物の状況 

（５）近隣住民の要求（日照・眺望・電波障害・境界等）その他第三者の行為 

（６）確定設計図書で定められた建材・商品等の製造中止 

（７）その他工事現場における施工の支障となる事態の発生・発覚 

３ 前２項その他の理由により設計・工事内容を変更する場合、発注者及び受注者は、発注者及び受注者の署名又は記名・

押印のある書面を作成して、必要事項を定めるものとします。 

 

第１１条（工期の変更） 

１ 受注者は、次の各号のいずれかの事由によって、工期内に工事又は業務を完成することができない場合は、発注者に

対して、工期の変更（設計業務、監理業務の実施期間の変更を含みます。）を求めることができるものとします。 

（１）工事又は業務に影響を及ぼす天災地変その他の自然条件、災害、感染症の発生、天候の不良、建材等の価格高騰等及

びこれらに伴う建材等の納品の遅延並びに法令の制定・改廃、経済事情の変動等による工事材料又は労力の調達を

困難とする事情 

（２）感染症の拡大防止措置に伴う作業人員の削減・離隔措置 

（３）建築確認、所轄行政庁の許認可、検査等の遅延 

（４）各融資手続等の遅延 

（５）第１０条（工事等の変更・追加）・第１４条（一般の損害）第２項・第１５条（第三者の損害及び第三者との紛議）・

第１６条（不可抗力による損害）に規定される事由に該当する場合 

（６）第２５条第１項（発注者の中止又は解除権）・第２６条（受注者の中止又は解除権）により中止された場合又は中止

された工事を再開する場合 

（７）前各号に定めるほか、発注者の指定業者による工事遅延，第４条第１項の定める「確定設計図書」の確定のための打

合せに想定された以上の時間を要した場合その他受注者の責めに帰することのできない事由により工期を変更する

合理的な理由がある場合 

２ 前項その他の理由により工期を変更する場合、発注者及び受注者は、発注者及び受注者の署名又は記名・押印のある

書面を作成して、必要事項を定めるものとします。 

３ 発注者は、工期の変更をするときは、変更後の工期を、工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著

しく短い期間としてはならないものとします。 

 

第１２条（請負代金の変更） 

１ 次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、発注者及び受注者は、相手方に請負代金の変更を求めることができる

ものとします。 



匠総合法律事務所が推奨する請負契約約款（新型コロナ・ウッドショック・レベニューシェア・民法改正対応）ver.5 
 

（１）第９条（支給材料・貸与品）の支給材料・貸与品につき品目、数量、受渡期間、又は受渡場所の変更があったとき。 

（２）第１０条（工事等の変更・追加）により工事等の変更又は追加があったとき。 

（３）第１１条（工期の変更）により工期の変更があったとき。 

（４）法令の制定・改廃、経済事情の変動による工事材料もしくは労力の調達の困難等又は建材等の価格高騰等により、請

負代金が適当でないと認められるとき。 

（５）中止した工事又は災害を受けた工事を継続する場合で、請負代金が適当でないと認められるとき。 

（６）近隣対策の必要が生じ、これにかかる費用の増額が認められるとき。 

２ 前項その他の理由により請負代金を変更する場合、発注者及び受注者は、発注者及び受注者の署名又は記名・押印の

ある書面を作成して、必要事項を定めるものとします。 

３ 請負代金額を変更するときは、原則として、工事の減少部分については請負代金内訳書の単価により、増加部分につ

いては時価（設計・監理業務は実働に応じます。）によるものとします。 

 

第１３条（損害の防止） 

１ 受注者は、工事の着工後、工事の完成引渡しまでに、自己の費用で、本契約の目的物、工事材料又は第三者に対する損

害の防止のため、関係法令に基づき、必要な処置をとることとします。 

２ 受注者は、災害防止などのため特に必要と認めたときは、発注者に通知して臨機の処置をとることとします。ただし、

急を要するときは、処置をしたのち発注者に通知するものとします。 

３ 前２項の処置に要した費用のうち、建築実務における健全な実務慣行に従い請負代金に含むことが適当でない費用は、

発注者の負担とします。 

 

第１４条（一般の損害） 

１ 工事の施工にあたり、受注者が施工上の故意・過失によって、工事の完成引渡しまでに本契約の目的物、工事材料その

他施工一般に損害を与えたときは、その損害は受注者の負担とします。 

２ 施工一般の損害のうち、次の各号の事由に該当するものは発注者の負担とします。 

（１）発注者の都合によって受注者が着工予定日までに工事に着手できず、又は発注者が工事を繰延べもしくは中止させ

たことによる損害 

（２）発注者の請負代金の前払又は部分払が遅れたため、受注者が工事に着手できず、又は工事を中止したことによる損

害 

（３）工事用地の提供、支給材料又は貸与品の受渡しが遅れたため、受注者が工事を実施できず、又は中止をしたことによ

る損害 

（４）第２１条（発注者の責めに帰すべき事由による契約不適合）第１項に定める事由その他発注者の責めに帰すべき事

由によって生じた損害 

 

第１５条（第三者の損害及び第三者との紛議） 

１ 工事の施工にあたり、受注者が施工上の故意・過失によって、工事の完成引渡しまでに第三者の生命、身体に危害を及

ぼし、又は財産などに損害を与えたとき（受忍限度を超えるものに限るものとします。）は、その損害は受注者の負担

とします。ただし、発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者の負担とします。 

２ 工事の施工にあたり、工事の完成引渡しまでに第三者との間に紛議が生じたときは、次の各号に従うものとします。
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ただし、発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者の負担により処理解決にあたるものとします。 

（１）受忍限度を超える騒音・振動を原因として生じた紛議は、受注者がその解決にあたり、発注者・受注者協議のうえ必

要な措置をとるものとします。 

（２）日照阻害・眺望侵害・風害・電波障害等、敷地の土地利用形態を原因として生じた生活環境に関する紛議、又は境界

その他近隣関係に関する紛議は、発注者がその処理解決にあたり、発注者・受注者協議のうえ必要な措置をとるも

のとします。同紛議の処理については、可能な限り受注者も協力するものとします。 

（３）その他第三者との間の紛議は、発注者・受注者協議のうえ必要な措置をとるものとします。 

 

第１６条（不可抗力による損害） 

１ 工事完成引渡しまでに天災地変その他の自然的条件、災害、感染症の発生又は第三者の行為など発注者及び受注者の

いずれの責めにも帰すことのできない事由によって、本契約の目的物、工事材料、支給材料・貸与品等に損害を生じた

ときは、受注者は損害発生後速やかにその状況を発注者に通知しなければなりません。 

２ 前項による損害のうち、受注者が善良な管理者としての注意義務を怠ったことにより生じたものは受注者の負担とし、

受注者が善良な管理者としての注意義務を果たしたにもかかわらず生じたものは発注者の負担とします。 

３ 前項の規定に関わらず，感染症の発生により現場消毒のために要した費用については、発注者及び受注者が折半して

負担するものとします。 

４ 火災保険その他損害を補填するものがあるときは、それらの額を控除したものを前項の損害額とします。 

 

第１７条（竣工確認） 

１ 受注者は、工事完成後速やかに発注者との間で竣工の確認を行い、竣工確認終了後、発注者及び受注者は、受注者所定

の竣工確認立会証を作成するものとします。 

２ 竣工確認の際、指摘事項があった場合には、竣工確認立会証の指摘項目欄に当該指摘事項を記載するものとし、受注

者は、当該指摘事項のうち手直し工事を要するものについては誠実に対応するものとします。 

３ 発注者が正当な理由なく第１項の竣工確認、竣工確認立会証の作成又は手直し工事の施工を拒んだ場合は、受注者は、

工事を完成したものとみなすことができます。 

 

第１８条（引渡し） 

１ 発注者は、前条の竣工確認又は手直し工事の完了後（前条第３項により完成したとみなす場合を含みます。）速やかに

受注者に対し請負代金の支払を完了するものとし、請負代金全額の支払後、受注者より本契約の目的物の引渡しを受

けるものとします。 

２ 本契約の目的物の所有権は、請負代金の支払完了及び引渡しにより受注者から発注者に移転します。 

３ 引渡しにあたって発注者は受注者所定の「引渡書」に署名捺印することにより、引渡しの確認を行うものとします。 

４ 発注者は、本契約の目的物の引渡しにあたって、使用目的に特段の支障のない軽微な修補が必要となる場合であって

も、受注者が期間を定めてその修補を約束したときは引渡しを拒否することができず、請負代金全額の支払を完了し

なければなりません。 

 

第１９条（請負代金等の支払い方法） 

本契約に基づく請負代金、諸費用等の支払いは、受注者の指定する金融機関の口座に振り込む方法によって行うものと
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し、振込手数料は発注者の負担とします。 

 

第２０条（契約不適合責任） 

１ 発注者は、引渡しを受けた本契約の目的物が、種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないとき（以下「契

約不適合」といい、数量に関する契約不適合とは、確定設計図書の内容に照らし、施工数量又は施工面積等が不足する

状態にあることをいいます。）は、引渡しの日より、受注者所定の保証書（保証基準規定は本約款末尾に記載。以下同

様）に従い、受注者に対し、相当の期間を定めて本契約の目的物の修補による履行の追完請求をすることができるも

のとします。 

ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法により修

補することができるものとします。また、契約不適合が重要でなく、修補に過分の費用を要するときは、発注者は修

補を求めることができません。 

２ 前項に基づき発注者が修補請求をした場合において、相当の期間内に受注者が修補を行わないときは、発注者は、そ

の契約不適合の程度に応じて，請負代金の減額を請求することができるものとします。 

３ 前項の規定にかかわらず、第１項本文に定める場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、直ち

に請負代金の減額を請求することができるものとします。 

（１）修補が不可能であるとき。 

（２）第１項但書後段により修補を求めることができないとき。 

（３）受注者が修補を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（４）受注者が修補を行う見込みが無いことが明らかであるとき。 

４ 前２項による請負代金の減額は、原則として契約不適合に係る修補費用を基準として行うものとし、発注者が修補を

求めることができないときその他修補費用の算定が困難であるときは、請負代金内訳書の単価を基準として行うもの

とします。 

５ 発注者は、引渡しを受けた本契約の目的物の契約不適合により損害を被ったときは、受注者に対し、その損害の賠償

を請求することができるものとします。ただし、当該契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして受注者

の責めに帰することのできない事由により生じたときはこの限りではありません。 

 

第２１条（発注者の責めに帰すべき事由による契約不適合） 

１ 受注者は、次の各号のいずれかの事由によって生じた契約不適合については、その責任を負わないものとし、この場

合、発注者は、前条に定める権利その他当該契約不適合に係る発注者の権利を行使することができないものとします。 

（１）発注者の支給材料・貸与品 

（２）発注者又は発注者の指定する者により指定された工事材料・設備の機器の性質 

（３）発注者又は発注者の指定する者により指定された施工方法 

（４）その他発注者の責めに帰すべき事由 

２ 前項の場合であっても、施工について適当でないことを知りながら発注者に通知しなかった場合は、受注者はその責

めを免れることはできないものとします。 

 

第２２条（契約不適合責任の期間等） 

１ 発注者は、受注者に対し、所定の保証書に定める保証期間（起算日：引渡日）内に契約不適合の通知をしなかったとき
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は、その契約不適合を理由として、第２０条に定める権利その他当該契約不適合に係る発注者の権利を行使すること

ができないものとします。 

なお、本項に基づく通知に際しては、発注者は、具体的な契約不適合の内容を特定して通知するものとします。 

２ 発注者は、前項の通知を行ったときは、民法に定める消滅時効の範囲内で、前項に定める権利を行使することができ

るものとします。 

３ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、この場合、当該契

約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによるものとします。 

４ 民法第６３７条第１項の規定は、本条第１項に定める保証期間については適用しないものとします。 

５ 前各項の規定にかかわらず，本契約に基づく工事が住宅の品質確保の促進等に関する法律第 2 条第 2 項の「新築住宅」

に係る工事の場合、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として同法施行令第 5 条第 1 項

及び第 2 項に定めるものの瑕疵（構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除きます。）については、受注者は、本

契約の目的物の引渡し時から１０年間、同法に基づく担保の責任を負うものとします。 

 

第２３条（瑕疵担保責任の履行確保） 

本契約に基づく工事が住宅の品質確保の促進等に関する法律第 2 条第 2 項の「新築住宅」に係る工事の場合（「特定住宅

の瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」（平成 19 年法律第 66 号）に定める特定住宅建設瑕疵担保責任の対象工

事に該当する場合）、受注者は、表記Ⅰの 6 に定める資力確保措置を執るものとします。 

 

第２４条（遅延損害金） 

１ 受注者が工期内に本契約の目的物の引渡しができない場合、発注者は、受注者に対し、請負代金から工事の既施工部

分・出来形部分、発注済又は検査済の工事材料及び設備の機器に対する請負代金相当額を控除した残額について、遅

滞日数に応じて、年率１０%の割合により計算した金額の違約金を請求することができるものとします。ただし、第１

１条（工期の変更）第１項各号に定める事由その他本契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰するこ

とができない事由により受注者が工期内に本契約の目的物の引渡しができないときは、この限りではありません。 

２ 発注者が請負代金の支払を遅滞した場合、受注者は、発注者に対し、請負代金からすでに受領した代金を控除した残

額について、遅滞日数に応じて、年率１０%の割合により計算した金額の違約金を請求することができるものとしま

す。 

３ 発注者が前項の遅滞にあるときは、受注者は、本契約の目的物の引渡しを拒むことができるものとします。この場合、

受注者の故意又は重大な過失により損害を生じたときのほかは、その損害は発注者が負担するものとします。また、

本契約の目的物の引渡しまでに管理のために要した費用は、発注者が負担するものとします。 

 

第２５条（発注者の中止又は解除権） 

１ 発注者は、工事の完成前までは、やむを得ない事由がある場合は、受注者に対し工事の中止を求め、又は本契約を解除

することができます。この場合、発注者は、受注者に対して、これによって生ずる受注者の損害（それまでに要した費

用及び逸失利益を含みます。）を賠償するものとします。 

２ 発注者は、天災地変その他の自然的条件、災害、感染症の発生等、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことので

きない事由により、工事の継続が困難である場合は、受注者に対し、工事の完成前に限り、工事の中止を求めることが

できます。この場合において、発注者は、第１１条に基づく工期の延長及び第１２条第１項第５号に基づく請負代金
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の変更につき受注者と誠実に協議して定めるものとします。 

３ 発注者は、次の各号のいずれかの事由がある場合は、本契約を解除することができます。ただし、第１号から第３号の

事由が、発注者の責めに帰すべき事由によるときはこの限りではありません。 

（１）受注者が正当な理由なく着工予定日を過ぎても工事に着手せず、かつ、発注者より相当な期間を定めて着手すべき

旨催告されたにもかかわらず、これに応じないとき。 

（２）受注者の責めに帰すべき事由により著しく工事が遅れ、催告にかかわらず、工期内又は期限後相当期間内に受注者

が工事を完成する見込みがないことが明らかになったとき。 

（３）受注者が本契約上の債務を履行せず、その不履行（契約不適合を含む。）が本契約の趣旨・目的に照らして重大であ

るとき。 

（４）受注者又はその役員（取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称のいかんを問わず、経営に実

質的に関与している者をいいます。）が暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者・暴力

団関係団体・暴力団関係者・右翼標榜団体・総会屋その他の反社会的勢力であるとき、もしくは受注者又はその役員

がこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有することが明らかになったとき。 

（５）受注者又は受注者の監督下にある者が前号の反社会的勢力を名乗るなどして、発注者の名誉・信用を毀損し、もしく

は業務の妨害を行い又は不当要求行為を行ったとき。 

４ 前項の場合、発注者は、受注者に対して、これによって生ずる発注者の損害の賠償を求めることができます。ただし、

本契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由があるときはこの限りではありま

せん。 

５ 発注者は、天災地変その他の自然的条件、災害、感染症の発生又は第三者の行為など発注者及び受注者のいずれの責

めにも帰すことのできない事由によって受注者において本契約の履行ができなくなったときは、本契約を解除するこ

とができます。 

 

第２６条（受注者の中止又は解除権） 

１ 受注者は、次の各号のいずれかの事由がある場合は、工事を中止することができます。この場合、受注者は、発注者に

対して、受注者に生じた損害の賠償を求めることができます。ただし、本契約に別段の定めがあるときはそれに従う

ものとします。 

（１）発注者が請負代金の支払（部分払を含みます。）を遅滞し、受注者が相当の期間を定めて催告してもなお支払いに応

じないとき。 

（２）発注者が受注者との協議に応じず、又は発注者と受注者との間の協議が成立しないとき。 

２ 受注者は、次の各号のいずれかの事由がある場合は、以降の工事を中止し、本契約を解除することができます。この場

合、受注者は、発注者に対して、受注者に生じた損害の賠償を求めることができます。 

（１）前項２号に該当する事由、その他受注者の責めに帰すことのできない事由により、工事の遅滞又は中止期間が工期

の３分の１以上、もしくは１か月以上になったとき。 

（２）発注者が工事を著しく減少したため、請負代金が４分の１以上減少したとき。 

（３）発注者が第５条（工事用地の確保）、第６条（隣接土地との境界の明示）、第７条（地盤調査・地盤改良）に違反した

とき。 

（４）発注者が請負代金の支払能力を欠くおそれがあることが明らかになったとき。 

（５）建築関係諸法令（建築主事などからの指導を含みます。）に照らして、工事を適法に施工することが困難であると認
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められるとき。 

（６）近隣住民・第三者との間で工事の続行に弊害が発生したとき。 

（７）発注者又は発注者の関係者が暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者・暴力団関係団

体・暴力団関係者・右翼標榜団体・総会屋その他の反社会的勢力であり、又はこれらの者との関係があることが明ら

かになったとき。 

（８）発注者又は発注者の関係者が前号の反社会的勢力を名乗るなどして、受注者又は受注者の関係者の名誉・信用を毀

損し、もしくは業務の妨害を行い又は不当要求行為を行ったとき。 

（９）前各号のほか発注者が本契約上の債務を履行せず、その不履行によって本契約の履行ができなくなったとき（受注

者の責めに帰すべき事由によるときを除きます。）。 

（１０）その他本契約の履行を阻害する事由が発生したとき。 

３ 受注者は、天災地変その他の自然的条件、災害、感染症の発生又は第三者の行為など発注者及び受注者のいずれの責

めにも帰すことのできない事由によって本契約の履行ができなくなったときは、本契約を解除することができます。 

 

第２７条（契約解除後等の処理） 

１ 本契約が解除により終了したときは、発注者は、受注者に対し、契約解除までの間の履行割合に応じた設計及び工事監理

に関する業務報酬及び工事の既施工部分・出来形部分、発注済又は検査済の工事材料及び設備の機器（以下「工事の既施

工部分等」といいます。）に相当する請負代金額等（以下「出来高報酬等」と総称します。）の費用を清算した上で、受注

者から工事の既施工部分等の引渡しを受けるものとします。なお、設計図書（未完了のものを含みます。）は、設計に関

する業務報酬及び費用の全額の支払い並びに設計図書及び官公署への届出において受注者の氏名又は名称を表示しない

ことを条件として、発注者はこれを受領し、本契約の目的物の建築のために利用することができるものとします。 

２ 前項の費用の清算は、次のとおり行うものとします。 

（１）契約解除までの間の出来高報酬等が、契約解除までに受注者が発注者より受領した請負代金その他の金銭を上回る

ときは、発注者は、受注者に対し、その差額を支払うものとします。 

（２）契約解除までに受注者が発注者より受領した請負代金その他の金銭が、契約解除までの間の出来高報酬等を上回る

ときは、受注者は、発注者に対し、無利息にてその差額を返金するものとします。 

３ 本契約を解除したときは、発注者及び受注者は、協議の上、各当事者に属する物件について期間を定めてその引取り、

後片付けなどの処理を行います。 

４ 受注者の催告にもかかわらず、発注者による前項の処置が遅れている場合、受注者は、発注者に代わってこれを行な

い、その費用を請求することができます。 

５ 第１項に基づき交付された設計図書は、発注者の責任において利用することとし、交付された設計図書に不具合があ

る場合であっても、発注者は、受注者に対し、追完、損害賠償、業務報酬の減額その他の一切の法的請求をすることは

できないものとします。 

６ 発注者の責めに帰すことができない事由によって本契約の履行ができなくなったときも、前５項に準じて処理するも

のとします。 

 

第２８条（融資利用の場合の特例） 

１ 請負代金の支払の全部又は一部に充てるため、発注者が金融機関等からの融資を利用する場合において、受注者の指

定する日までの間に融資を受けられないことが判明したときは、発注者又は受注者は本契約を解除することができる
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ものとします。 

２ 発注者が金融機関等からの融資を利用するかについて受注者の指定する日までの間に決定しないときは、受注者は本

契約を解除することができるものとします。 

３ 前２項の場合、前条に準じて処理するものとします。 

 

第２９条（確認済証不交付の場合の特例） 

１ 着工予定日の１０日前までに確認済証が交付されないときは、受注者はその着工予定日を延期することができるもの

とします。 

２ 確認検査機関より確認申請内容の変更を求められた場合、発注者及び受注者は、確認済証の交付を受けることができ

るよう、協議の上、必要に応じ、工事内容、請負代金、工期等を変更するものとします。 

３ 法令その他やむを得ない事由により、発注者の希望する工事につき、確認済証が交付されないことが客観的に明らか

となった場合又は前項の協議が整わない場合、発注者又は受注者は本契約を解除することができるものとします。 

４ 前項の場合、第２７条（契約解除後等の処理）に準じて処理するものとします。 

 

第３０条（登記書類） 

本契約の目的物たる建物の表題・保存登記その他の登記事務は、発注者の費用において、受注者の指定する者がこれを

行うものとし、発注者はこれに誠実に協力するものとします。ただし、やむを得ない事由がある場合、受注者の事前の

承諾を得たときに限り、発注者の指定する者にこれを行わせることができるものとします。 

 

第３１条（通知） 

発注者は、発注者もしくは保証人の住所又は所在地・氏名又は名称を変更したときは、速やかにこの旨を書面により受

注者に通知するものとします。 

 

第３２条（発注者が複数の場合） 

１ 発注者が２名以上の場合、発注者は、受注者に対して負担する一切の債務を、互いに連帯して履行する責めを負うも

のとします。 

２ 発注者が２名以上の場合、発注者は、本契約締結と同時に、受注者に対し、代表者を届け出るものとし、発注者と受注

者の連絡は次の定めに従うものとします。 

（１）発注者の受注者に対する通知、連絡、現場の指示などは、代表者が行うものとし、受注者は、代表者以外の発注者か

らの連絡に対しては、代表者の委任状の提示を求めることができるものとします。 

（２）受注者の発注者に対する通知、連絡、請求等は、代表者に対して行えば、他の発注者に対しても効力を生じるものと

します。 

 

第３３条（保証人） 

１ 保証人は，本契約に基づく発注者の受注者に対する表記Ⅰの５に定める請負代金債務（本契約が解除された場合にお

ける出来高報酬等の支払債務を含みます。）及び違約金支払債務（第２４条第２項）について、発注者と連帯して、こ

れを履行する責任を負います。 

２ 保証人が保証債務を履行できないことが明らかになったときは、受注者は、発注者に対して、保証人の追加又は変更
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を求めることができます。 

３ 発注者が請負代金の支払（前払又は部分払を含みます。）を遅滞した場合、受注者は、遅滞したときから２か月以内に、

保証人にその旨通知するものとします。 

 

第３４条（印紙等負担） 

本契約書並びに本契約に付随して発注者及び受注者の間にて締結する契約書等がある場合、印紙税等の契約書類作成費

用は、発注者及び受注者が折半して負担するものとします。 

 

第３５条（管轄裁判所） 

本契約について紛争が生じたときは、受注者の本店所在地又は工事物件所在地を管轄する裁判所をもって、第一審の専

属的合意管轄裁判所とします。 

 

第３６条（個人情報の取扱い） 

本契約締結にあたり発注者が受注者に提供する個人情報（以下「個人情報」といいます。）の取扱いは次のとおりとします。 

（１）発注者は、受注者が、本契約に基づく工事、引渡後のアフターメンテナンスの実施その他本契約を履行する目的のた

めに個人情報を利用し、また、建築設計事務所、保証委託会社、提携損害保険会社、下請業者、協力業者、融資に関

わる金融機関、登記等に関わる司法書士その他専門家等の第三者に対して、発注者の個人情報を提供することを、

あらかじめ同意します。 

（２）受注者は、前項の目的以外の目的で、発注者の承諾を得ずに、個人情報を利用し、第三者に提供してはならないもの

とします。 

 

第３７条（情報通信の技術を利用する方法） 

本契約において書面により行わなければならないとされている通知、承諾等は、建設業法その他の法令に違反しない限

りにおいて、電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるもの

とします。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならないものとします。 

 

第３８条（契約外事項） 

本契約に定めのない事項及び疑義のある事項は発注者及び受注者が互いに誠実に協議して定めるものとします。 

 

第３９条（維持保全の特約） 

 発注者及び受注者は、受注者が本契約に基づき完成させた本契約の目的物の価値を維持・向上させるため、別途発注者

を委託者、受注者を受託者とする維持管理業務委託契約を締結するものとします。 

 

第４０条（継続工事の特約） 

 発注者は、受注者が本契約に基づき完成させた本契約の目的物につき、受注者に対し、継続して追加工事を発注するこ

とができるものとし、当該追加工事の発注があったときは、発注者及び受注者は、協議の上追加工事の内容を決定した

上で、別途工事請負契約を締結するものとします。 

以上 
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【お願い】 

 

１ 次ページ以下に，完成した保証基準規定を貼ってください。 

２ 上記により，契約時には，契約書＋約款（保証基準規定を含む）にて締結。 

        引渡時には，保証書の表紙＋保証基準規定にて，保証書を発行。 

 ということを想定しております。貴社において上記と異なる運用をお考えの場合には，ご連絡を頂きま

すようお願い致します。 

 


